西豊田学区地域支え合い体制づくり実行委員会会則

（名称）
第1条　本会は、西豊田学区地域支え合い体制づくり実行委員会と称する。
（事務所）
第2条　本会の事務所は、本会の代表の自宅に置く。
（目的）
第3条　本会は、福祉と防災を連携させたインクルーシブ防災活動を通して、地域で災害時に要配慮者に適切な支援が届くよう、平時からの誰もが支え合える地域づくり体制の構築を目的とする。
（活動内容）
第4条　本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する事業を実施する。
　（1）地域防災に資する防災講座やワークショップの開催
　（2）防災講座やワークショップでの学びを実践する防災訓練の実施
　（3）防災訓練を検証する要配慮者支援シンポジウムの開催
　（4）その他本会の目的を達成するために必要な事項
（会員）
第5条　本会の会員は、実行委員として本会の目的に賛同し、本会の活動に協力する者とする。
（入会）
第6条　本会に入会しようとする者は、代表の承認を得るものとする。
（会費）
第7条　本会の目的に賛同し、本会の活動に無償で協力する者とし、会費は取らない。
（退会）
第8条　会員は、代表に報告し任意に退会することができる。
（役員）
第9条　本会に次の各号の役員を置く。
　（1）代表
　（2）副代表
　（3）会計
（総会）
第10条　本会の総会は、年1回開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に総会を開催することができるものとする。
2　総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決議する。
　（1）会則の変更
　（2）本会の解散
　（3）事業の変更
　（4）事業計画並びに収支予算及び決算
　（5）役員の退任及び解任
　（6）その他本会の運営に関し重要な事項
３　本会の会議は、代表が招集する。
４　総会の議長は、代表がこれに当たる。
５　本会の会議は、２分の１以上の出席で成立し、出席者の過半数で決議する。
（事業年度）
第11条　本会の事業年度は、４月１日から翌年の３月31日までとする。
（事務局）
第12条　本会の事務を処理するために、事務局を置く。
（委任）
第13条　この会則に定めのない事項は総会の議決を経て、代表が別に定める。

附　則
この会則は、平成28年4月1日から施行する。

